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１．人口減少社会・少子高齢社会への対応



【高齢化率別市区町村割合】【市区町村別人口の推移】

平成16年版少子化社会白書より

○今後本格的な人口減少、少子高齢社会の到来を踏まえ、多くの地域において対応した社会資本整備が必要。
人口減少市町村割合 ２０００年→２０１５年 ７８．２％
高齢化率３０％以上の市町村 １６％（２０００年）→５６％（２０１５年）
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用途別件数
【都市中心部における低・未利用地の推移】

（低・未利用地等の利用状況の変遷に関する経年的実態調査 ）

用途別面積（m2) 

三大都市圏以外の地域における人口２０万人以上の都市（政令市を除く）を対象として推計
人口については国勢調査、販売額は商業統計の小売業の販売額を集計
過年度の販売額データについては平成１４年度の消費者物価指数を１００として補正

【松江市中心市街地の変遷】

【寂れる商店街】

【都市中心部（3km四方）の人口、販売額の推移】

○地方の中心市街地においては、居住人口の減少や商店街の衰退などを背景に、低・未利用地が件数、面
積ともに増加し、各地で空洞化が進行。

都市規模にかかわらず中心部（3km四方）の人口は減少

都市中心部の低未利用地は件数、面積ともに長期的に増加
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都市規模別の中心部の人口の推移
（昭和５０年を１００とした場合の平均）
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都市規模別の中心部の販売額の推移
（昭和５４年を１００とした場合の平均）
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（シャッター通り）

（空き地になった商店街の角地）



【集落機能の維持が困難な集落における社会基盤等の荒廃状況（主なもの）】

出典：平成１５年度版「過疎対策の現況」より

○中山間地域では集落維持が困難と考える市町村が増加。住民への生活サービス低下や国土管理上の問題が発生。
集落が消滅する可能性ありと答えた市町村は全体の２割。
集落維持困難市町村では商店街の廃業、バス路線の廃止、公的機関の移転など生活サービスの提供が困難。
耕作放棄地の増大、獣害の発生、森林の荒廃等の国土管理上の問題が発生。

３

出典：全国市町村アンケート調査結果 （2004年8月）をもとに作成

出典：「集落消滅の可能性がある」と回答した市町村に対する追加アンケート調査結果（2005年2月）より作成
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問2-2　地域からの撤退が問題となっている生活サービス
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【地域からの撤退が問題となっている生活サービス】
（ｎ＝集落消滅の可能性がある市町村２１４）
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特定集落・・市町村内の特定の集落で問題化

複数集落・・市町村内の複数の集落で問題化

市町村全体・・市町村全域で問題化



１９９９年３月３１日

１，５６０市町村

２００６年３月３１日

４８８市町村

【一万人以下の市町村数の推移】

△１，０７２

【市町村合併による市町村の人口規模の変化】

○市町村合併により、自立的に広域的な行政サービスを供給する環境が整いつつある。
特に人口１万人以下の市町村が減少し、１～２万人の規模の市町村が最多
拠点性のある都市を核とした３０万人前後を一つの単位とした圏域が形成され、人口の９１％が居住。

４

出典：国土交通省作成

出典：国土交通省作成
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【交通1時間圏・人口30万人前後の都市圏（82都市圏）】



【OECD対日都市政策勧告】（H12.11.6）

「人口減少予測を考慮すれば、都市の拡張は非効率的である。環境保全や高
齢者の生活の質の向 上の両方の見地からも、都市成長のマネジメントにより、

コンパクトで機能的なまちづくりを行うのが望ましい。」

【２１世紀ビジョン専門調査会報告書】(H17.4.15)

「人口が著しく減少する地域（過疎地域やゴーストタウン化が懸念される大都市
圏郊外部のニュータウンなど）ではコミュニティーが今後も維持される地域など
への集約化を進めていく。」

注）人口１０万人以下の４２２自治体について道路・街区公園等の都市施設の維持更新費用に関する試算。

○環境保全や高齢者の生活の質の改善、行政コストの軽減、国土管理の観点等から、都市への諸機能の集約化が求められて
いる。青森市では、除雪施設の適正配置等により、雪に強い、高齢・福祉社会に対応した、効率的なまちづくりを目指している。

５出典：青森市ホームページより作成

青森市のコンパクトシティ
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H17中小企業白書より
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【今後10年の人口の動向（82都市圏の市町村） 】

・地方では、人口減少により水防等の地域の防災力が低下しつつあり、

確実に生命・財産を守るためのハード・ソフトが一体となった治水、砂

防等の国土管理が一層重要。
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サービスなど都市的サー

ビスは、概ね圏域単位で

享受されている。

○ 国民の大半が居住する「生活圏域」で、今後、人口減少が進んで

も生活レベルを維持できるように取り組むことが重要。

・機能が集約される

・中心市街地の活性化

・（都市再生）
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○人口減少社会・少子高齢社会では、諸機能が集約化され、高いモビリティが確保された効率的な都市圏に再生するとともに、中

心市街地の活性化や連携のためのネットワークづくりが重要。また、人口減少地域の防災・国土管理も課題。
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17%

・公益･利便等施設の機能を集約し、高いモビリティを通じて都市的サー

ビスを享受する都市構造へ。（施設の整備･維持費用が低減された効

率的な都市経営）

○取組の方向
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■生活圏域に備えることが考えられる機能・施設

・機能の集約
・中心市街地の
活性化治水、砂防等

の国土管理

高いモビリティの確保

2000→2010年

・市町村合併も
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アティブに基づく地域毎
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２．国際競争力の強化、生産性向上への対応



○世界的に地域経済統合、二国間自由貿易協定締結が急速に活発化

世界的に急速に進む地域経済統合の動き（米州におけるNAFTA、FTAA（2005年から）、欧州におけるEU）や二国間自由貿
易協定締結の動きに対し、東アジアにおいても、近年、地域的な経済統合を推進しようという動きが活発化。

○中国・ＡＳＥＡＮ等が生産拠点・大消費地として急成長

東アジア諸国・地域(日本を除く)の実質GDPは、2003年で1980年の4.85倍となっており、世界平均(1.85倍)を上回る速度で成
長。特に近年の中国の成長が著しい。

このような高い成長を維持してきた結果、2003年(平成15年)には、東アジア諸国・地域（日本を除く）の名目GDPは世界全体

の８．７％、我が国を含めた東アジア全体では、２０．６％に達し、一大経済圏に成長。

○世界の主要な地域貿易協定の動き ○東アジア地域の成長

世界の主要地域等の実質ＧＤＰの伸び（１９８０年比）
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経済産業省資料より

（注）１ 1990年米ドル価格の実質ＧＤＰを、1980年＝１００として指数化した。
２ 世界は国連数値（台湾を除く）に台湾を加えた値による。

資料） 国連は、「National Accounts Main Aggregates Database」
台湾は、ＩＭＦ「World Economic Outlook Database, September 2004」より作成

各国・地域の名目ＧＤＰと構成比（２００３年）
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資料）ＩＭＦ(World Economic Outlook Database, September 2004)より作
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○我が国と東アジアとの相互依存関係が急速に進展。アジア地域が一体的な経済・交流圏に成長（我が国企業の海外進出）
我が国産業の生産拠点、流通拠点、販売拠点等がアジアに、特に中国中心にシフトする動きが急速に進展。

アジア域内での経済交流は、東アジア諸国の経済的台頭により、従来の日本中心型から、日本、中国、NIEｓ、ASEANの多極
構造となりつつあり、産業移転の構造も、雁行型から国際水平分業体制に移りつつある。

1997年度末

1,055社

2002年度末

1,655社

【現地法人数（製造業）】

【現地法人経常利益（製造業）】

1997年度末

283億円

2002年度末

3,034億円
主要部素材
など

最終製品
など

出典：東洋経済(2004.4.10)

武漢
日産自動車、沖電気工業、
明治製菓、日本通運 等

武漢
日産自動車、沖電気工業、
明治製菓、日本通運 等

西安
日新 等

西安
日新 等

成都
イトーヨーカ堂、トヨタ自動車 等

成都
イトーヨーカ堂、トヨタ自動車 等

広州
イオン、イエローハット、日新
日産自動車、ホンダ、山九、
いすゞ自動車、加ト吉、
サンスター、日本通運 等

広州
イオン、イエローハット、日新
日産自動車、ホンダ、山九、
いすゞ自動車、加ト吉、
サンスター、日本通運 等

深セン
日清食品、日立製作所（テレビ）、
アサヒビール、日本通運、山九、
日清 等

深セン
日清食品、日立製作所（テレビ）、
アサヒビール、日本通運、山九、
日清 等

天津
伊勢丹、ダイエー、キスミー、
トヨタ自動車、日本通運、山九、
日新 等

天津
伊勢丹、ダイエー、キスミー、
トヨタ自動車、日本通運、山九、
日新 等

北京
イトーヨーカ堂、西友、愛眼
アサヒビール、いすゞ自動車、
ワコール、資生堂、TOTO、

日本通運、山九、日新、タイトー、
松下電器（テレビ） 等

北京
イトーヨーカ堂、西友、愛眼
アサヒビール、いすゞ自動車、
ワコール、資生堂、TOTO、

日本通運、山九、日新、タイトー、
松下電器（テレビ） 等

大連
サンヨー食品、東芝（テレビ）、
TOTO、コメリ、イトキン、グンゼ
日本通運、山九、日新 等

大連
サンヨー食品、東芝（テレビ）、
TOTO、コメリ、イトキン、グンゼ
日本通運、山九、日新 等

上海
伊勢丹、ローソン、青山商事、三城、ニチレイ、日清食品、アサヒビール、
サントリー、松下電器（テレビ）、ソニー（テレビ）、シャープ（洗濯機）、コダック、
花王、資生堂、ナリス、TOTO、ユニ・チャーム、イトキン、ワコール、グンゼ、

日本通運、山九、日新、ナムコ、日立製作所（洗濯機）、富士写真フィルム 等

上海
伊勢丹、ローソン、青山商事、三城、ニチレイ、日清食品、アサヒビール、
サントリー、松下電器（テレビ）、ソニー（テレビ）、シャープ（洗濯機）、コダック、
花王、資生堂、ナリス、TOTO、ユニ・チャーム、イトキン、ワコール、グンゼ、

日本通運、山九、日新、ナムコ、日立製作所（洗濯機）、富士写真フィルム 等

青島
イオン、加ト吉、ライオン、日新、
日本通運、山九 等

青島
イオン、加ト吉、ライオン、日新、
日本通運、山九 等

上海

  

○東アジア主要国との電子部品交易額の推移

○中国への我が国企業の進出

出典：「日本の統計」総務省統計局より作成
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輸出入総額 110.3兆円

①中国 22.2兆円
②アメリカ 20.5兆円
③ＥＵ 15.7兆円

輸出入総額輸出入総額 110.3110.3兆円兆円

①中国 22.2兆円
②アメリカ 20.5兆円
③ＥＵ 15.7兆円

輸出 61.2兆円
（+12.2%）

輸出輸出 61.261.2兆円兆円
（（+12.2%+12.2%））

輸入 49.2兆円
（+10.8%）

輸入輸入 49.249.2兆円兆円
（（+10.8%+10.8%））

①アメリカ 13.7兆円 （+2.3%）
②中国 11.8兆円 （+17.2%）
③ＥＵ 9.5兆円 （+10.1%）

①中国 10.4兆円 （+16.7%）
②アメリカ 6.8兆円 （ -1.0%）
③ＥＵ 6.2兆円 （+8.0%） ※（ ）内は対前年度比（％）

※中国には香港を含む。

○我が国と東アジアとの相互依存関係が急速に進展。アジア地域が一体的な経済・交流圏に成長（対中貿易の変化）

香港を含めた対中貿易総額（輸出入額の合計）は全体の20.1%を占め、これまで最大の貿易相手国だったアメリカ（18.6%）を抜
き逆転。（中国：２２．２兆円、アメリカ：２０．５兆円、ＥＵ：１５．７兆円）

1990年から2003年にかけ、輸出入総額に占める中国の割合は、輸出において約６倍、輸入において約４倍と大きな伸び。

原料品、鉱物性燃料等の輸入割合が減少し、機械機器が増加するなど、貿易構造が変化。

機械機器
62.1%

その他

10.4%

金属及び同製品
9.2%

化学製品

11.6%

食料品
0.3%

繊維及び同製品

5.6%

非金属鉱物製品
1.4%

金属及び同製品
19.4%

機械機器
46.2%

その他
9.5%

繊維及び同製品
9.9%

化学製品
12.3%

食料品
0.4%

非金属鉱物製品

2.3%

輸出総額
6.6兆円

輸出総額
0.9兆円

- 輸 出 -

1990年 2003年

食料品

16.0%

原料品
9.0%

鉱物性燃料
23.9%

機械機器

4.3%

繊維製品

26.7%

その他
14.6%

化学製品
5.4%

機械機器

37.2%

繊維製品

23.7%

その他

17.6%

食料品

8.1%

原料品

1.8% 鉱物性燃料

3.4%

化学製品

3.0%

非金属鉱物製品

1.8%

金属及び同製品

4.2%

- 輸 入 -

輸入総額
8.7兆円

輸入総額
1.7兆円

1990年 2003年

○我が国対中国貿易の品目別変化

20.5

18.2

22.2

0
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88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 （年）

日
本
と
の
輸
出
入
額
計

（
兆
円

）

米国

中国

韓国

台湾

ドイツ

中国（香港含む）

○我が国の相手国別貿易額の推移

○我が国の主要貿易相手国

出典：財務省貿易統計より作成 ９



○我が国企業の海外進出に伴い、国際物流においては在庫削減の徹底やきめ細やかな輸配送の要請が高まっている。

バンニングしたコンテナを海上輸送バンニングしたコンテナを海上輸送

３．上海港から京浜港等に海上輸送

荷揚げしたコンテナをトレーラで陸送荷揚げしたコンテナをトレーラで陸送

４．国内の組立工場に陸送

保税倉庫に集荷した部保税倉庫に集荷した部
品を混載仕立で品を混載仕立で
バンニングバンニング

１．ミルクラン集荷

上海を中心とした中国の現地上海を中心とした中国の現地
協力工場から組立部品を集荷協力工場から組立部品を集荷
（コスト競争激化に伴い、（コスト競争激化に伴い、

日本から海外に移転）日本から海外に移転）

２．混載仕立

68社

部品メーカーの中国進出により、足の長い国際的な海陸一貫輸送が発生
部品メーカーの中国進出により、足の長い国際的な海陸一貫輸送が発生

12:00頃 組立工場到着 熊本県Ａ社
16:00頃 出荷（半導体）

（トラックで営業所へ、他の
航空貨物とともに大阪へ）

０１：２５ 関空発
タイ国際航空６７３便

バンコク

熊
本

関
空

航空輸送を活用した国際的なジャストインタイムの要請
航空輸送を活用した国際的なジャストインタイムの要請

10:00頃 配送 08:20 バンコク着

１０



○観光立国の実現などに伴い、国際的な人流も活発化
観光立国の実現に伴い、国際観光交流の増大が見込まれる。
ビジネスのグローバル化に伴い、東アジア地域との業務目的による移動も増加。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2419
Ｓ Ｈ

（ 年度 ）

地方空港 514万人（9.9％）

成田国際空港・東京国際空港
3,125万人（60.3％）

需要予測値

6,750万人

需要予測値

8,660万人

成田開港
（Ｓ53.5）

国際航空旅客数の推移（単位：万人）

関西国際空港
1,116万人（21.5％）

注） 関西国際空港開港以前は、大阪国際空港における旅客数を示す。

名古屋空港・中部国際空港
431万人（8.3％）

（万人）

中部開港（Ｈ17.2）
平成16年度旅客数合計

5,186万人（速報値）

関空開港（Ｈ6.9）

アメリカ同時多発テロ
（Ｈ13.9）

イラク戦争／ＳＡＲＳ
（Ｈ15.3～4）

商品分類別輸出額（世界総額　2002年）

1420

1720

3470

3530

4680

4910

5780

6150

6210

6600

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

鉄鋼

鉱物（燃料除く）

通信機器

繊維・衣類

食料品

コンピュータ等

国際観光

燃料

自動車

化学製品

（億ドル）

世界観光機関（WTO）資料より

６１４万人、８８億ドル

１,６８３万人、２９０億ドル

アンバランス

２０１０年に訪日外国人旅行者数を

倍増の１，０００万人に

（2004年）（2003年 ）

※

※

※

世界観光機関（WTO）資料及び
総合政策局観光部資料 より

観光立国の実現 ビジネスのグローバル化により、ビジネス需要も増加

83
185

373

515
50

106

0

200

400

600

800

1,000

1991年 2001年

（万人）

業務目的
２．２倍

観光目的
１．４倍

東アジアへの日本人航空利用出国者の渡航目的

５０５万人

日本人航空利用出国者に
占める東アジアの割合

※ 国際航空旅客動態調査より

東アジア計
１．６倍

東アジア
８０７万人

その他

790万人

４９％

計１,５９７万人

５１％

その他
の目的
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東アジア地域との水平分業を支える連続的な最適物流（サプライ・チェーン・マネジメント）の形成等、国際物流機能の強化

観光、ビジネスなどの人々の交流促進に向けた、国際交流機能の強化

国内幹線交通の機能強化、都市交通の機能強化

ブロック中心都市等における、安全で就業･研究開発･教育等の環境が優れた魅力ある都市づくり・都市再生

○我が国の国際競争力の強化のためには、東アジア地域を「準国内」と捉えた経済活動を営めるような国際交流基盤の形成、ブ
ロック中心都市等における、国内外から有能な人材を引きつけ、効率的なビジネスが実現できるような環境の整備が必要

（海上コンテナ、
ﾌｪﾘｰ／ＲＯＲＯ輸送）

東アジア諸国
（中国・韓国・台湾
・ＡＳＥＡＮ 等）

日本（航空輸送）
（鉄道、トラック輸送等）

空港

港湾

ア
ジ
ア
の
生
産
拠
点

・消
費
地

他地域

他地域

消費地

港湾

空港

物流拠点 物流拠点

港湾

工場

• 国際物流拠点の形成

• 国際海運・航空と国内トラック・海運・鉄道・航空によるスピーディー・
シームレス・低廉な交通ネットワークの形成

• 国際ロジスティック・ハブの形成
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３．安全社会の確立に向けた対応



16 64
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21
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23

台
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台 台 台
台

台

台

台

台

わが国は、その位置、地形、地質、気象などの自然条件から災害が発生しやすい国土。世界の０．２５％に過
ぎない国土ながら、M６以上の地震回数２３％、災害被害額１５％を占める。

平成１６年は、観測史上最多の１９個の台風が接近（平年１０．８個）、１０個が上陸（同２．６個）。
集中豪雨の発生も増加傾向。平成１６年の時間雨量５０ｍｍ以上の降雨は４７０回発生。

平成１６年に上陸した台風の経路

日本：23％
（220回）

その他世界：77％
（740回）

Ｍ６以上の地震回数

自然災害被害額（億ドル）

日本：15％

その他世界：58％

時間雨量５０mm以上の降雨の発生回数
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44７０７０回回

400

H16
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合衆国：22％

ドイツ：2％
フランス：2％

イギリス：１％ １３



中小河川では、改修必要区間（約７万ｋｍ）のうち、整備が完了している区間は３分の１程度。下水道による
浸水対策も都市域の５割程度。
施設能力を超過する災害や都市水害、特に都市域の地下空間の浸水も多数発生。
事前に防災投資をすれば、被害を大幅に軽減できる可能性。
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施設規模(m3/s)

実績流量(m3/s)

※平成16に発生した豪雨災害への緊急対策（激特事業等）を実施している河川（２0河川）が対象。

施設能力と実績流量の比較

(m3/s)

12河川が施設能力を超過

一 般 被 害 額 の 比 較

6 ,7 0 0

1 ,2 0 0
0

1000

2000

3000
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5000
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7000

実 際 の 被 害 状 況 同 様 の 降 雨 に よ る
再 度 災 害 対 策 後

想 定 被 害 状 況

（億 円 ）

約5,500億
の軽減

床 上 浸 水 戸 数 の 比 較

1 1 ,9 0 0

1 ,1 0 0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

実 際 の 被 害 状 況 同 様 の 降 雨 に よ る
再 度 災 害 対 策 後

想 定 被 害 状 況

（戸 ）

約11,000戸
の軽減

・東海豪雨災害（平成１２年９月）では、総額6,700億円の被害が発生。約700億
円余を投じて緊急的な対策を実施。

・事前に同規模の投資がなされていれば、約5,500億円相当の被害が軽減でき
た可能性。

事前投資による被害軽減の可能性

東海豪雨水害（平成１２年９月）の破堤状況

（新川の破堤箇所）

（西枇杷島警察署前）
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近年の災害から明らかになった新たな課題に的確に対応しつつ、今後の投資余力が限られる中で、できるだ
け早期に安全度を高め、被害を最小化する「減災」が重要。

○ソフト対策とハード整備が一体となった減災体制の確立
これまでハード対策に付随して行ってきたきらいのあるソフト対策を災害対策の重要な柱として本格的に展開する。

○災害安全度の早期向上のための多様な整備手法の導入、既存施設の有効活用、管理の高度化・効率化
確実に目に見える形で安全な社会とするため、土地利用、住まい方の状況等を踏まえた個々の必要な安全度や機能の確保を図る方策を導入し、ハー

ド整備の質的転換を図る。

○地域防災力の再構築への本格的支援
地域の防災力の向上への支援として、公益法人等の水防協力団体の指定等水防体制の強化、地下空間における避難誘導体制の構築等に取り組む。

主要な中小河川で避難等の目安にな
る水位（特別警戒水位）に関する情
報提供を開始(H17-)
【水防法に規定】

特別警戒水位
避難等の目安
になる水位

警戒水位
水防団が出動する
目安になる水位

普段の水位

水位変化計画高水位

計画高水位；安全に洪水を流すための設計水位

水位公表水位公表 到達情報到達情報

施設整備による浸水被害の防止
（ハード整備）

施設能力を超える災害に対する警戒・避難態勢の整備
（ソフト対策）

・事業評価等による投資対象の重点化

・既存堤防の強化対策等を実施

土地利用誘導
・土地利用状況に応じた安全度確保方策の体系的確立

（水害対策）（水害対策）
宅地のみを輪中堤等で防御宅地のみを輪中堤等で防御

（津波対策）（津波対策）
地盤の嵩上げ地盤の嵩上げ
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わが国は、世界的にも地震大国であり、巨大地震が発生する可能性は極めて高い。
首都直下地震が起きた場合の経済被害は１１２兆円と試算。間接被害（被害総額の約４割）により、わが国経済社
会の機能が破滅的被害を受ける恐れ。また、被害総額の約半分は建物被害。
東南海・南海地震などでは津波による人的被害が顕著。

南海トラフ

日
本
海
溝

相模トラフ

千島海溝

約５７兆円約３７兆円約１１２兆円合 計

約 ８兆円約 ６兆円約２６兆円地域外波及

約 １兆円約 ２兆円約 ６兆円交通寸断

約 ５兆円約 ３兆円約１３兆円生産停止

約１４兆円約１１兆円約４５兆円間 接 被 害

約３０兆円約１８兆円約５５兆円建物被害

約４３兆円約２６兆円約６７兆円直 接 被 害

経済被害（最大）

約２，１００人約７００人約 ６００人崖崩れ

約１００
～５００人

約２００
～６００人

約８，０００人火災

約３，３００
～８，６００人

約４００
～１，４００人

津波

約６，６００人約６，７００人約３，３００人
揺れ

（建物倒壊等）

約１２，１００
～１７，８００人

約７，９００
～９，２００人

約１３，０００人死 者 数

人的被害（最大）

東南海・南海
地震

東海地震首都直下地震

中央防災会議資料より
※首都直下地震の人的被害（最大）は都心西部直下地震（Ｍ６．９）、経済被害（最

大）は東京湾北部地震（Ｍ７．３）。
※経済被害には、人的被害及び公共土木被害は含まれていない。
※平成１７年度国家予算（一般会計）は約８２兆円（うち、一般歳出は約４７兆円）。

東海地震(M8級)

東南海・南海地震(M8級)

日本海溝・千島海溝周
辺海溝型地震

凡例
：最大震度６以上の地震
(本震)(但し1975年以降）

：想定震源域

 

首都直下地震(M7級)

○過去３０年の地震と巨大地震の震源域

Ｍ７クラスの地震は
ある程度の切迫性を有する

今世紀前半での発生が懸念

いつ大地震が発生しても
おかしくない

○巨大地震の被害想定
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被害想定等を踏まえ、順次、地震防災戦略を策定。
地震防災戦略を敷衍し、「住宅等の耐震化」、「新幹線高架橋・道路橋の耐震化」、「津波対策」等を全国で推進。
経済被害の軽減には、企業の業務の継続、早期の操業再開等を図ることが重要。

東南海・南海地震の地震防災戦略

今後１０年間で死者数、経済被害額を半減

死者数
約１７，８００人 約９，１００人

約８，６００人減少（うち、津波による
死者数約8,600人）

資産喪失 （住宅等の耐震化等）

生活活動停止（労働力、事業用資産の確保）

東西幹線交通寸断（新幹線高架橋・道路橋の耐震化等）

地域外等への波及

約１９兆円減

約４兆円減

約３兆円減

約１兆円減

［約27兆円減少の内訳］

注１）被害想定の数字は最大のケース。
注２）数字は四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。

住宅等の耐震化

津波避難意識の向上

住宅の耐震化に伴う出火の減少

海岸保全施設の整備

急傾斜地崩壊危険箇所の対策

約３，７００人減

約８００人減

約３００人減

約３００人減

［約8,600人減少の内訳］

約３，６００人減

経済被害額
約５７兆円 約３１兆円

約２７兆円減少

○揺れによって発生する死者数の軽減（出火軽減を含む）
○資産喪失による被害額の軽減

１０年間で住宅の耐震化率９割（全国）を目指す

約７５％ 約９割
「住宅・建築物の地震防災推進会議」にて検討

○東西幹線交通寸断による被害額の軽減

（１）新幹線の高架橋柱の耐震補強実施計画（～平成２０年度）を前倒し、概ね
平成１９年度までに完了。

（２）緊急輸送道路の橋梁耐震補強３箇年プログラム（平成１７～１９年度）を策
定し、推進。

高速自動車国道・直轄国道 平成１９年度までに概ね完了
都道府県管理道路 「優先確保ルート」を選定し平成１９年度

までに概ね完了

（３）新幹線や高速道路をまたぐ橋梁の耐震補強３箇年プログラム（平成１７～
１９年度）を策定、３箇年で概ね完了。

（４）港湾の耐震強化岸壁の整備を推進。
（約50％→約70％：推進地域）

○地域外への波及額の軽減

災害時業務継続計画（Business Continuity Plan：ＢＣＰ）の策定等を
通じ、災害時の即応要員の確保、中枢機能のバックアップ等を図ること
が求められる。 １７

○津波によって発生する死者数の軽減

一定の水準の安全性が確保されていない地域の面積を全国で約５万
ｈａに減少させることを目指す。



ヒューマンエラーに起因する重大事故やトラブルが、公共交通機関を中心に続発。大量・高速輸送システムの
進展の中では、常に重大事故となる恐れ。
公共交通に対する不安の払拭、信頼性の獲得が喫緊の課題。
米国同時多発テロ以降、重要な交通施設等においてテロ対策を実施。

出入管理装置

ヤード内監視カメラ

ヤード内監視カメラ

ゲート フェンス

照明

境界監視カメラ

照明

出入管理の実施

制限区域の設定・管理

制限水域の設定・管理

施設内外の監視

国際港湾施設の保安（イメージ）

保安訓練の実施

取扱貨物の管理

センサーの設置

杭の設置等の車止め

ゲートの強化

航空保安体制の強化（不法侵入対策）

センサー

急曲線に進入する際の速度制限に関する対策
～速度超過防止用ＡＴＳ等の緊急整備～

○ 速度超過防止用ＡＴＳ等の設置を鉄道事業者に義務づけ
（６月末までに緊急整備計画の提出を指示）。

JR福知山線列車脱線事故の状況
～マンションに衝突し、大破した車両～
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４．地球温暖化等環境課題への対応



○地球温暖化問題の進展 ○ヒートアイランド現象の顕在化

○地球温暖化問題は、人間活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中
の温室効果ガス濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大
気の温度が追加的に上昇し、自然の生態系及び人類に悪影響を及ぼすも
の。

○その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存基盤に関わ
る最も重要な環境問題の一つである。

○観測データによると、２０世紀中に、全球平均地上気温は０．６±０．２℃
上昇、全球平均海面水位は１０～２０ｃｍ上昇している。※

※ 「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」の報告による。

左図：

大気中の二酸化炭素濃度の経

年変化（過去５０年）
出典：「気候変動監視レポート2002」気

象庁

○２１世紀中に全球平均地上気温が１．４℃～５．８℃上昇

○海水の膨張などにより、２１世紀末には海面が９cm～８８cm上昇

○上記の影響として、異常気象の発生、生態系への影響、マラリアなどの感
染症や浸水被害を受ける人口の拡大等

● １００年間における各都市の年平均気温の変化
東 京 名古屋 札 幌 京 都 福 岡 仙 台 大都市 中小都市

平均 平均
＋3.0℃ ＋2.6℃ ＋2.3℃ ＋2.5℃ ＋2.5℃ ＋2.3℃ ＋2.5℃ ＋1.0℃

左図：東京地域にお

ける３０℃超延べ時

間の広がり

１９８１年 １９９９年

■地球温暖化の将来予測
（「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」の報告に基づく）

 
日射病による搬送人員数と30℃以上時間数との関係

y = 0.8287x - 29.004
ｒ = 0.72
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○上記の結果、都市生
活の不快さ（熱ストレス
や日射病など、健康へ
の悪影響を含む）の増大、
それを解消するためのエ
ネルギー消費量の増加
や人工廃熱増大による
一層の気温上昇、といっ
た悪循環も招いている。

○ヒートアイランド現象の進行とともに、気温が３０℃を超える区域の広範囲
化と長時間化、熱帯夜の出現日数の増加などがみられる。

○地球温暖化、ヒートアイランド現象、生物多様性の減少など、国内外の様々な環境問題が顕在化している。
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【気候変動と異常気象】
○100年間の年平均地上気温の昇温は、北
ほど、かつ大陸に近い西ほど、大きい傾向。
○気候モデル（注）による温暖化実験による
と今後100年間の昇温は、南日本で＋４℃、
北日本で＋５℃となっている。
○異常高温発生件数の増加。
（注）二酸化炭素1%/年（複利）増加又はIS92aｼﾅﾘｵ
を用いた11の気候モデル

【陸上生態系への影響】
○南西諸島の温帯域や小さな島嶼に固有な植物
群落は危機に直面。
○気候帯は植物の移動をはるかに上回る4～6km
／年で移動する。
○3.3～3.8℃上昇で亜寒帯植生域が石狩低地以
南から消失し、亜熱帯植生域が九州・四国の低平
地から房総・伊豆半島まで拡大。
○２℃の上昇により九州、四国、中国地方、紀伊
半島のブナ林はほぼ消失。
○少雪によりニホンジカ、イノシシ等の分布が拡大
し、被害量が増大。

【農林業への影響】
○コメは温暖化により、比較的高緯度
地域で生産量が増加し、低緯度地域
では高温による生育障害が起こり、全
体としては減産。
○冬季の昇温により害虫の越冬範囲
拡大や世代交代が早まる可能性。
○降水量が増加しない場合は林業生
産力は低下。

【水資源への影響】
○河川流量の増加・減少。
○３℃上昇で洪水の恐れが増
大し、積雪地帯では1～3月の
河川流量が増え、4～6月は減
少する。
○３℃上昇で、上水道の需要
は1.2～3.2％増加する。

【沿岸域への影響】
○東京湾等内湾の汚染が進行。
○65cmの海面上昇により日本全国の砂
浜海岸の８割以上が侵食する。 ○1mの
海面上昇で外洋に面する堤防では2.8m、
内湾では3.5mの嵩上げが必要。
○40cm／100年を超える海面上昇によ
りサンゴ礁は沈水する。

【産業・ｴﾈﾙｷﾞｰへの影響】
○夏期に１℃昇温すると冷房需要は約500
万kW（一般家庭の160万世帯分）増加する。
○冷却水が１℃昇温すると火力発電で0.2
～0.4％、原子力で1～2％発電出力が低
下する。

我が国で予測される長期的な温暖化の影響

（出典）環境省地球温暖化問題検討委員会温暖化影響評価ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ

「地球温暖化の日本への影響2001」（2001）をもとに国土交通省作成

【適応対策の例】

○水資源

水利用の高効率化

貯水池等の建設

ダム、堤防等の設計基準の見直し

○食料

植え付け・収穫等の時期を変更

土壌の栄養素や水分の保持能力を改善

○沿岸地帯

沿岸防護のための堤防や防波堤

防砂林の育成による沿岸の保護

○人間の健康

公共の健康関連インフラ（上下水道）を改善

伝染病の予想や早期警告の能力の開発

○金融サービス

民間及び公共の保険及び再保険によるリスク分散

「中央環境審議会地球環境部会 気候変動に関す
る国際戦略専門委員会報告書」より（H16.9）

○地球温暖化は気候や生態系、産業、社会経済など多岐にわたって深刻な影響を及ぼすことが予測される。
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国土交通省の地球温暖化対策

運輸部門

自動車単体対策
及び走行形態の

環境配慮化
約８２０万ｔ

（－）（※）

交通流対策
約５１０万ｔ
（約３２０）

物流の効率化
約８４０万ｔ
（約４１０）

公共交通機関
の利用促進等

約２８０万ｔ
（約３３０）

環境負荷の小さい交通体系の構築

約２，４５０万ｔ-CO2 削減
（約１，０６０）

（※） トップランナー基準による削減

量については、これまでに実現した
分を含めて
約２，1００万ｔ-CO2削減

自動車交通対策

（国土交通省以外の担当分野を一部含む）

断熱性の向上
空調設備等の

効率化

断熱性の向上
空調設備等の

効率化

約3400万ｔ
CO2削減

一酸化二窒素（笑気ガス）対策

下水汚泥の高温燃焼（８５０℃）
約130万ｔ
CO2削減

産業部門

建設施工分野における低燃費型建
設機械の普及

約20万ｔ
CO2削減

二酸化炭素吸収源対策

都市緑化等の推進

約28万ｔ
CO2吸収

（注） 括弧書きの
数値は2002年度

までに実現した
削減量

クリーンエネルギー自動車を含
む低公害車の普及促進
エコドライブの普及促進等
サルファフリー燃料・バイオマス
燃料

鉄道、海運の利用促進
自動車輸送の効率化
国際貨物の陸上輸送距離削減

ＩＴＳの推進
路上工事の縮減
等

鉄道等新線の整備
既存鉄道・バスの利用促進
通勤交通マネジメント 等

住 宅： 約850万ｔ 建築物：約2550万t
・一定規模以上の住宅、建築物の新築・増改築・大規模修繕時
等における届出の義務付け等（省エネ法改正）
・住宅金融公庫融資・証券化ローンの枠組みの活用
・日本政策投資銀行融資、税制等による誘導 等

建築物建築物

住 宅住 宅

民生部門（住宅・建築物）

○地球温暖化の抑制のため、京都議定書目標達成計画に基づき、我が国として２０１０年度までに基準年比で６％の温

室効果ガスの排出抑制。国土交通省の実施する地球温暖化対策は、運輸部門、民生部門、産業部門等多岐にわたり、

この着実な実施が求められている。
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道路整備

幹線道路ネットワー
クの整備
ボトルネック対策

従来から進めてきている
施策であり、2010年の
CO2排出量算定の前提



Ⅰ地球温暖化への対応 1.運輸部門における対応 2.民生部門における対応 3.吸収源対策 4.一酸化二窒素対策
Ⅱ循環型社会の形成 1.リサイクルの推進 2.静脈物流システムの構築 3.バイオマスの有効活用

Ⅲ健全な自然環境の確保・水循環系の構築
1.良好な環境を有する国土づくり 2.水と緑のネットワーク化計画（仮称）の推進
3.健全な水環境・水循環系の構築 4.自然再生 5.海洋環境の保全

Ⅳ良好な生活環境の形成 1.大気汚染対策 2.ヒートアイランド対策 3.化学物質対策

Ⅴ各環境課題に共通する取組
1.環境観測・監視体制の強化 2 .環境に係る研究及び技術開発の推進 3.環境分野における国際連携及び国際貢献
4.多様な主体による連携や協働による環境保全への取組の強化 5.国土交通省の率先的取組

国土交通省環境行動計画
― 国土交通行政のグリーン化を目指して ―

6 目標の実現力を高める推進方策

①トップランナーに対する集中的な支援 環境の切り口から意欲ある者（トップランナー）の具体の取組に対して集中的に支援（モデル事業の公募）
②国土交通省の率先的取組 ③観測・監視体制の強化及び研究・技術開発の推進 ④行動計画の計画的実施と推進状況の点検

①行政の全段階を通じた環境負荷の低減 ③施策の総合的・集中的投入
②広域・流域の視点の重視 ④国民各界各層との連携・協働と情報の共有化の促進

環境の保全・再生・創造は国土交通行政の本来的使命

基 本 的 な 考 え 方

1 社会資本整備におけるラ
イフサイクル・マネジメント
（仮称）の導入

①計画決定プロセスにおけ
る環境の内在化

②グリーン・バンキング・シス
テムの構築等環境の再生・
創造を行う社会資本整備
の推進

③アセットマネジメントの導入

2 環境負荷の小さい交通
への転換

①グリーン物流総合プログ
ラム（仮称）の創設

②環境的に持続可能な交
通（EST）モデル事業
（仮称）の実施

③東アジア交通グリーン化
連携プログラム（仮称）の
作成

3 環境に対する感度の高
い市場の整備

①ストック重視の住宅・建築
物市場のグリーン化総合
戦略（仮称）の推進

②環境にやさしい経営の促
進

4 持続可能な国土の形成
①全国海の再生プロジェクト

の推進
②水と緑のネットワーク化計

画（仮称）の推進
③水・物質循環システム健

全化プログラム（仮称）の
推進

④「海洋の健康診断表」
（仮称）の提供

４つの視点

5 循環型社会の形成
①建設工事のゼロエミッショ

ン化
②木材リサイクル市場拡大

戦略（仮称）の推進
③FRP船リサイクルシステ

ムの構築
④リサイクルポート高度化プ

ロジェクトの実施

【参考】

・平成12年12月 環境基本計画 策定

・平成15年3月 国土交通省環境政策の基本的方向 策定

・平成16年6月 国土交通省環境行動計画 策定

・平成17年4月 京都議定書達成計画 閣議決定

・平成20年～ 京都議定書第1次約束期間

○平成１６年６月に、環境政策を総点検し、国土交通省環境行動計画を策定。これに基づき、環境の保全・再生・創
造を本来的使命とし、各施策を着実に行っていく必要。

２２

新たな施策の展開



○環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）モデル事業【富山市】

事業概要事業概要

富山市は、過度に車に依存した交通体系となっており、少子
高齢化及び地球温暖化といった社会問題をふまえ、車から
LRT（Light Rail Transit）などの公共交通への転換を進めると

ともに、都心居住の推進、中心市街地の活性化を図り、環境に
も優しく持続可能な都市構造（コンパクトなまちづくり）を目指す
もの。

目目 標標

・富山港線の路面電車化：324ｔ-CO2 の削減 等

１．公共交通の整備
・富山港線路面電車化
・フィーダーバス導入

２．駅周辺等の交通拠点整備
・富山駅付近連続立体交差事業
・富山港線沿線駅前広場整備事業
・自転車駐輪場整備事業
・鉄道バス乗継ぎ円滑化事業

３．都市内道路空間の再構成
・一般国道415号富山拡幅

・下新西町上赤江線整備事業
・牛島城川原線整備事業
・岩瀬まちづくり事業
・東岩瀬駅前通り修景事業
・富山港線沿線踏切拡幅

４．都心居住の推進
・優良民間住宅建設促進事業
・高齢者向優良賃貸住宅促進事業
・都心居住推進事業

５．中心市街地の活性化
・おでかけバス事業（ソフト対策）
・総曲輪通り南地区市街地

再開発事業
・グランドプラザ整備事業

神
通
川

平成19年度までに
対象エリアＣＯ２排出量を

522ｔ-CO2（約0.6%）削減 （Ｈ16年度比）

（国土交通省環境行動計画モデル事業の例）

環境行動計画モデル事業
実施予定箇所図

●

富山市

日
本
海

富山湾

JR富山駅

13.5% 10.1% 72.2%

1.4% 2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

徒歩 二輪車 自動車

バス・路面電車 鉄道・その他
富山都市圏に
おける
交通手段別ト
リップ数のシェ
ア

富山市内一般国道４１５号の萩浦橋付近（Ｈ１５．５撮影）

萩浦橋

２３



名古屋港（伊勢湾）

新

堀

川

川

堀

の空間となる川

２．４→３．０mg/L以上

）

庄内川からの導水

浅層地下水の利用

地下鉄湧水の利用
（地下鉄名城線）

ＤＯ補給施設の
設置、運用

オープンカフェの実
施
（納屋橋地区）

親水広場の整備
（納屋橋地区）

合流式下水道の
改善
（大曽根雨水調
整池）

河道内植生の
創出

直接浄化施設
の設置
（三階橋ﾎﾟﾝﾌﾟ
所）

河道内のゴミ収
集設備の設置

事業概要事業概要

○水と緑のネットワーク化計画の推進～堀川の再生～【名古屋市】

中流域：都心の水辺として清潔感
があり、魚の見える川

下流域：人々のくつろぎ、憩い、遊び（備考）

ＢＯＤ：生物的酸素要求量→有機物量の指標

ＳＳ：浮遊物質量→水の濁りの指標

ＤＯ：溶存酸素量→水の中の酸素量の指標

目目 標標

名古屋市

名古屋城

堀川

名古屋駅

猿投橋

小塩橋

納屋橋

尾頭橋

～全区間に渡る施策～
※ヘドロ浚渫
※雨水吐等への夾雑物(ｺﾞﾐ
等) 除去装置の設置

※市民による活動
※遊歩道の整備
※親水護岸の整備

合流式下水道の改
善
（既存ｽｸﾘｰﾝの目
幅縮小）

（国土交通省環境行動計画モデル事業の例）

名古屋の母なる川堀川の再生に向けて、市民団体との協
働による調査、清掃、イベント開催を実施し、生物の生息環
境の確保、都心部の中の貴重な自然との触れ合い空間の
再生を図るもの。

Ｈ１７：猿投橋付近（上流域）のBOD値3.2→3.0mg/L以下
ＳＳ値14→10ｍｇ/L以下

納屋橋付近（中流域）のＤＯ値2.8→5.0mg/L以上
Ｈ１８：小塩橋付近（中流域）のＢＯＤ値6.0→5.5mg/L以下
Ｈ１９：尾頭橋付近（下流域）のDO値2.4→3.0mg/L以上

Ｈ２２：上流域：ｵｲｶﾜが泳ぐ姿が見え、川遊びが楽しめる川
：中流域：都心部の水辺として清潔感があり、魚の見える川
：下流域：くつろぎ、憩い、遊びの空間となる川

名古屋市堀川の黒川橋付近（Ｈ１４．８撮影）

黒川橋

２４



○都市再生事業を通じた地球温暖化・ヒートアイランド対策の展開
都市再生にあわせ、環境対策への取組が進展

２５


